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●トピックス 

 ◆12月 1日は，世界エイズデーです！ 

    

  今年度のテーマは・・・ 

 

  『 UPDATE!話そう，HIV/エイズのとなりで 』 

      ～検査・治療・支援～ 

 

 ＜世界エイズデーとは＞ 

   1988年 WHO（世界保健機関）が 12月 1 日を「世界エイズデー」と 

  定め，エイズに関する啓発活動等の実施を提唱しました。 

   日本でも，エイズに関する正しい知識等についての啓発活動を 

  推進し，エイズ蔓延防止及び患者・感染者に対する差別・偏見の 

  解消等を図ることを目的として，実施しています。 

 

 ＜国内におけるエイズの状況＞ 

   感染に気付かないままエイズを発症してします「いきなりエイズ」 

  が全国的に，特に中高年の男性を中心に増えています。 

   「エイズは若い人の病気」「自分には関係ない」というひとごと 

  意識によって，感染が広がっていると考えられます。 

   エイズを発症する前に感染に気付けるかどうかは，その後の治療に 

  大きく影響します。 

 

 ＜感染に気付くためには＞ 

   検査を受けることで感染しているかがわかります。 

   あなたとあなたの大切な人を守るため，検査を受けてみませんか。 

   保健所では，無料・匿名で検査，相談を行っています。 

   まずは，最寄の保健所へお問い合わせください。 

   ＊鹿行地域は，潮来保健所で実施しています。 

     

 【12月 1日は「世界エイズデー」です！（県）】 

   http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/shitpei/yobo/nanbyo  

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/shitpei/yobo/nanbyo


/aids/index.html 

  

 【性感染症（HIV・クラミジア・梅毒）・肝炎検査，相談のお知らせ（県）】 

   http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/shitpei/yobo/nanbyo  

/aids/documents/201911_kensa.pdf 

 

 【12月 1日は「世界エイズデー」」（厚生労働省）】 

   https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eizu/index.html 

  

 

 

 ◆インフルエンザについて 

      

   潮来保健所管内において，1定点あたり第 46週 1.77，第 47週 1.08 と 

  減少しています。 

 

   県において，1定点あたり，第 46週 1.38（国 1.13），第 47週 2.50（1.84） 

  と増加しています。 

   また，県内において，インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等 

  措置・集団発生等がありましたので，注意が必要です。 

    

   保健所管内別では，龍ケ崎（5.69）と最も高く，つくば（4.00）， 

  ひたちなか（3.38），土浦（2.45）の順に高く，7 保健所管内で 

  1.00 以上となっています。 

  

   県衛生研究所において，2019年 9月 2日から 11 月 25日までの期間に 

  インフルエンザウイルスを検出した検体すべてが「AH1pdm09」と 

  なっています。  

 

  ＜集団発生の報告基準＞ 

   各社会福祉施設内において，最初のインフルエンザ様症状の患者 

  発生後 7日以内に，その者を含め 10名以上の患者が集団発生した場合に， 

  管轄の保健所に報告することになっています。 

   

 【インフルエンザの流行開始について（県）2019 年 11 月 14日】 

   http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr  

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/shitpei/yobo/nanbyo
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eizu/index.html
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr


/press/20191114-infle.html 

 

 【インフルエンザ流行情報（県）】 

   http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza  

/2019-2020.html 

    

 【インフルエンザとは（国立感染症研究所）】  

   https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html 

 

 【インフルエンザ Q&A（厚生労働省）】 

   https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html 

   

   

   

  ◆県内における「つつが虫病」の発生について 

 

   茨城県内におおいて，「つつが虫病」の発生がありました。 

  好発時期ではありませんが，県内で 3 件届出があり，注意が必要です。 

   

 ＜つつが虫病＞ 

  ・病 原 体：つつが虫病リケッチケア 

  ・潜伏期間：５～１４日 

  ・感染経路：つつが虫病リケッチケアを保有するダニに 

        吸着され感染する。 

  ・症  状：主要 3徴候（発熱，刺し口，発疹）多くの患者に 

        見られる。 

        その他に，倦怠感や頭痛，リンパ節主張などの   

        症状が出現する。 

  ・好発時期：秋～初冬 

 

 ≪予防のポイント≫ 

  『ダニに刺されないようにすることが大切です』 

   ・草むらや藪など，ダニが多く生息する場所おに入る場合は， 

    長袖長ズボンなど，肌の露出を少なくする。   

 

 ≪対処方法≫ 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html


  ・ダニに咬まれたら，無理に引き抜こうとせず，医療機関で 

   処置（ダニの除去,洗浄など）をしてもらう。 

  ・ダニに咬まれた後，数週間程度は体調の変化に注意をし， 

   発熱などの症状が認められた場合は，医療機関で診察を 

   受ける。 

 

 【ダニ媒介感染症～つつが虫病～】 

  https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/documents  

/201612tsutsugamushi.html 

  

 【つつが虫病とは（国立感染症研究所）】 

  https://www.niid.go.jp/niid/ja/encycropedia/392-encyclopedia/436-  

tsutsugamushi.html 

 

  

  

 ●感染症サーベイランス情報 

 【県内の保健所別報告数】             ※国の報告は前週（最新） 

 （2019 年第 47週 11月 18 日～11月 24 日）     （2019 年第 47週までの報告数  

累計） 

                         

 結 核  10件（潮来 0件，他 10件）     県 453件， 全国 18747 件 

  

 腸管出血性大腸菌感染症 2件（水戸，つくば）  県 102件, 全国  3472 件  

 

 つつが虫病  3 件（水戸，ひたちなか，土浦）  県  8件， 全国  149 件 

 

 梅 毒    1 件（水戸）           県  98件， 全国  5881 件 

 

 

 

 ☆～～～～☆～～～～～☆～～～～～☆～～～～～☆～～～～～☆～～～～～☆ 

   

  令和元年 11月 1日より保健所再編により，鉾田保健所は潮来保健所に合併と 

  なったため，今後は潮来保健所より，メール送信をさせていただきます。  

 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/documents
https://www.niid.go.jp/niid/ja/encycropedia/392-encyclopedia/436-


 ☆～～～～☆～～～～～☆～～～～～☆～～～～～☆～～～～～☆～～～～～☆ 

 ─────────────────────────────────────  ★ 当

メールの内容についてのお問  

い合わせは下記までお願いします。    茨城県潮来保健所 保健指導課      

 E-Mail：itaho05@pref.ibaraki.lg.jp TEL:0299－66－2174   

 ──────────────────────────────────── 

*******************鹿行地域感染等  

対策ネットワーク*********************     【事務局】 

 土浦協同病院        ｜    なめがた地域医療センター ｜ 茨城県  

潮来保健所               ｜   〒311-3516          

｜  〒311-2422    行方市井上藤井 98-8   ｜   潮来市大洲 1446－1    

              ｜      TEL:0299-56-0600   ｜    

TEL:0299－66－2174（代表）    FAX:0299-37-4111     FAX:0299－66－1613 

 

*********************************************************************   
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